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○
文
部
科
学
省
令
第
三
十
五
号

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
別
表
第
一
備
考
第
一
号
及
び
第

四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
四
日

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記

載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
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掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二
条

[

略]

第
二
条

[

同
上]

[
略]

[

同
上]

前
項
の
各
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項

[

略]

右
項
の
各
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項

[

同
上]

[

略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

[

略]

一

[

同
上]

二

保
育
内
容
の
指
導
法
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）
、
教

二

保
育
内
容
の
指
導
法
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）
、
教

育
課
程
の
意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

育
課
程
の
意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

含
む
。
）
並
び
に
教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用

含
む
。
）
並
び
に
教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用

を
含
む
。
）
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
幼
稚

を
含
む
。
）
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
幼
稚

園
教
育
要
領
に
掲
げ
る
事
項
に
即
し
、
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
を
育

園
教
育
要
領
に
掲
げ
る
事
項
に
即
し
、
育
成
を
目
指
す
資
質
及
び
能
力
を

む
た
め
の
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
に

育
む
た
め
の
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善

資
す
る
内
容
並
び
に
包
括
的
な
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

に
資
す
る
内
容
並
び
に
包
括
的
な
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

三
～
十
二

[

略]

三
～
十
二

[

同
上]

十
三

保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
う
ち
、
半
数
ま
で
は

十
三

保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
う
ち
、
半
数
ま
で
は

、
小
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
の
教
科
及
び
教
科

、
小
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
の
教
科
及
び
教
科

の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
（
各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
通
信
技
術
の
活
用

の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
（
各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の

を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び

活
用
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項

第
五
条
第
一
項
の
表
（
表
の
部
分
に
限
る
。
）
を
除
き
、
以
下
「
各
教
科

及
び
第
五
条
第
一
項
の
表
（
表
の
部
分
に
限
る
。
）
を
除
き
、
以
下
「
各

の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
」
と
い
う
。
）
又
は
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の

教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
」
と
い
う
。
）
又
は
道
徳
、
総
合
的
な
学

時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目
（
特
別

習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目
（

活
動
の
指
導
法
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、

特
別
活
動
の
指
導
法
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一

第
五
条
第
一
項
の
表
（
表
の
部
分
に
限
る
。
）
を
除
き
、
以
下
「
特
別
活

項
、
第
五
条
第
一
項
の
表
（
表
の
部
分
に
限
る
。
）
を
除
き
、
以
下
「
特

動
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
」
と
い
う
。
）
の
単
位
を
も
つ
て
あ
て
る
こ

別
活
動
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
」
と
い
う
。
）
の
単
位
を
も
つ
て
あ
て

と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

十
四

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
領
域
に
関

十
四

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
次
に
掲
げ

す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
、
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

る
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
科
目
に
つ

若
し
く
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
、
大
学
が
加
え

い
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
（
次
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五

る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
科
目
又
は
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

条
第
一
項
の
表
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。
高
等
学
校
教
諭
の
普

文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
大
学
（
以
下
「
指
定
大
学
」
と
い
う
。
）
が

通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
「
一
種
免
許
状
又
は
二
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加
え
る
科
目
に
つ
い
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
（
次
条
第
一
項
、
第
四
条

種
免
許
状
」
と
あ
る
の
は
「
一
種
免
許
状
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
表
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。
）

。
）
。

。
[

号
の
細
分
を
削
る
。]

イ

専
修
免
許
状

領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
、
保
育

内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関

す
る
科
目
等

[

号
の
細
分
を
削
る
。]

ロ

一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状

領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関

す
る
科
目
、
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
若
し
く
は
教
諭
の
教

育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
大
学
が
加
え
る
こ
れ
ら
に
準

ず
る
科
目

十
五

専
修
免
許
状
又
は
一
種
免
許
状
授
与
の
所
要
資
格
を
得
る
た
め
に
必

[

号
を
加
え
る
。]

要
な
科
目
の
単
位
の
う
ち
、
専
修
免
許
状
又
は
一
種
免
許
状
に
係
る
第
二

欄
か
ら
第
四
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
か
ら
二
種
免
許
状
に
係
る
同
欄

に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
を
差
し
引
い
た
単
位
数
ま
で
は
、
指
定
大
学
が

加
え
る
科
目
の
単
位
を
も
つ
て
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
次
条
第
一
項
及

び
第
四
条
第
一
項
の
表
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。
）
。

２
～
４

[

略]

２
～
４

[

同
上]

第
三
条

[

略]

第
三
条

[

同
上]

最
低
修
得
単
位
数

最
低
修
得
単
位
数

第

第
二
欄

第

第
四
欄

第

第

第

一

第
二
欄

第

第
四
欄

第

第

一

三

五

六

欄

三

五

六

欄

欄

欄

欄

欄

欄

欄

教

科

教

科

及

[

略]

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の

[

略]
[

略]

教

科

教

科

及

[

同

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の

[

同

[

同

及

び

び

教

科

指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談

及

び

び

教

科

上]

指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談

上]

上]

教

職

の

指

導

等
に
関
す
る
科
目

教

職

の

指

導

等
に
関
す
る
科
目

に

関

法

に

関

に

関

法

に

関

す

る

す

る

科

す

る

す

る

科

科
目

目

科
目

目

前

項

教

各

教

[

略]

道

総

特

教

情

報

生

教

育

進

[

略]
[

略]

右

項

教

各

教
[

同

道

総

特

教

育

生

教

育

進

[

同

[

同

の

各

科

科

の

徳

合

別

育

通

信

徒

相

談

路

の

各

科

科

の

上]

徳

合

別

の

方

徒

相

談

路

上]

上]
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科

目

に

指

導

の

的

活

の

技

術

指

（

カ

指

科

目

に

指

導

の

的

活

法

及

指

（

カ

指

に

含

関

法

（

理

な

動

方

を

活

導

ウ

ン

導

に

含

関

法

（

理

な

動

び

技

導

ウ

ン

導

め

る

す

情

報

論

学

の

法

用

し

の

セ

リ

及

め

る

す

情

報

論

学

の

術

（

の

セ

リ

及

こ

と

る

通

信

及

習

指

及

た

教

理

ン

グ

び

こ

と

る

機

器

及

習

指

情

報

理

ン

グ

び

が

必

専

技

術

び

の

導

び

育

の

論

に

関

キ

が

必

専

及

び

び

の

導

機

器

論

に

関

キ

要

な

門

の

活

指

時

法

技

理

論

及

す

る

ャ

要

な

門

教

材

指

時

法

及

び

及

す

る

ャ

事
項

的

用

を

導

間

術

及

び

び

基

礎

リ

事
項

的

の

活

導

間

教

材

び

基

礎

リ

事

含

む

法

の

方
法

方

的

な

ア

事

用

を

法

の

の

活

方

的

な

ア

項

。
）

指

法

知

識

教

項

含

む

指

用

を

法

知

識

教

導

を

含

育

。
）

導

含

む

を

含

育

法

む

。

の

法

。
）

む

。

の

）

の

理

）

の

理

理

論

論

理

論

論

及

び

及

及

び

及

方
法

び

方
法

び

方

方

法

法

[

略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

[

略]

一

[

同
上]

二

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
通
信
技
術
の
活
用
を
含
む
。
）
、
教
育
課
程
の

二

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）
、
教
育

意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含
む
。
）
、

課
程
の
意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含

道
徳
の
理
論
及
び
指
導
法
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法
、
特
別
活
動

む
。
）
、
教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む

の
指
導
法
、
教
育
の
方
法
及
び
技
術
並
び
に
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教

。
）
、
道
徳
の
理
論
及
び
指
導
法
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法
並

育
の
理
論
及
び
方
法
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る

び
に
特
別
活
動
の
指
導
法
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
に
規

小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
掲
げ
る
事
項
に
即
し
、
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能

定
す
る
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
掲
げ
る
事
項
に
即
し
、
育
成
を
目
指
す

力
を
育
む
た
め
の
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改

資
質
及
び
能
力
を
育
む
た
め
の
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に

善
に
資
す
る
内
容
並
び
に
包
括
的
な
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

向
け
た
授
業
改
善
に
資
す
る
内
容
並
び
に
包
括
的
な
内
容
を
含
む
も
の
と

す
る
。

三
・
四

[

略]

三
・
四

[
同
上]

四
の
二

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育

[

号
を
加
え
る
。]

相
談
等
に
関
す
る
科
目
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
理
論
及
び
方
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法
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
一
単
位
以
上
修
得
す

る
も
の
と
す
る
（
次
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
表
の
場
合
に
お
い
て

も
同
様
と
す
る
。
）
。

五
・
六

[

略]

五
・
六

[

同
上]

２
～
４

[
略]

２
～
４

[

同
上]

第
四
条

[
略]

第
四
条

[

同
上]

最
低
修
得
単
位
数

最
低
修
得
単
位
数

第

第
二
欄

第

第
四
欄

第

第

第

第
二
欄

第

第
四
欄

第

第

一

三

五

六

一

三

五

六

欄

欄

欄

欄

欄

欄

欄

欄

教

科

教

科

及

[

略]

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の

[

略]
[

略]

教

科

教

科

及

[

同

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の

[

同

[

同

及

び

び

教

科

指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談

及

び

び

教

科

上]

指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談

上]

上]

教

職

の

指

導

等
に
関
す
る
科
目

教

職

の

指

導

等
に
関
す
る
科
目

に

関

法

に

関

に

関

法

に

関

す

る

す

る

科

す

る

す

る

科

科
目

目

科
目

目

前

項

教

各

教

[

略]

道

総

特

教

情

報

生

教

育

進
[

略]
[

略]

右

項

教

各

教

[

同

道

総

特

教

育

生

教

育

進

[

同

[

同

の

各

科

科

の

徳

合

別

育

通

信

徒

相

談

路

の

各

科

科

の

上]

徳

合

別

の

方

徒

相

談

路

上]

上]

科

目

に

指

導

の

的

活

の

技

術

指

（

カ

指

科

目

に

指

導

の

的

活

法

及

指

（

カ

指

に

含

関

法

（

理

な

動

方

を

活

導

ウ

ン

導

に

含

関

法

（

理

な

動

び

技

導

ウ

ン

導

め

る

す

情

報

論

学

の

法

用

し

の

セ

リ

及

め

る

す

情

報

論

学

の

術

（

の

セ

リ

及

こ

と

る

通

信

及

習

指

及

た

教

理

ン

グ

び

こ

と

る

機

器

及

習

指

情

報

理

ン

グ

び

が

必

専

技

術

び

の

導

び

育

の

論

に

関

キ

が

必

専

及

び

び

の

導

機

器

論

に

関

キ

要

な

門

の

活

指

時

法

技

理

論

及

す

る

ャ

要

な

門

教

材

指

時

法

及

び

及

す

る

ャ

事
項

的

用

を

導

間

術

及

び

び

基

礎

リ

事
項

的

の

活

導

間

教

材

び

基

礎

リ

事

含

む

法

の

方
法

方

的

な

ア

事

用

を

法

の

の

活

方

的

な

ア

項

。
）

指

法

知

識

教

項

含

む

指

用

を

法

知

識

教

導

を

含

育

。
）

導

含

む

を

含

育

法

む

。

の

法

。
）

む

。

の

）

の

理

）

の

理
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理

論

論

理

論

論

及

び

及

及

び

及

方
法

び

方
法

び

方

方

法

法

[

略]
[

同
上]

備
考

備
考

一
～
四

[

略]

一
～
四

[

同
上]

五

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
通
信
技
術
の
活
用
を
含
む
。
）
、
教
育
課
程
の

五

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）
、
教
育

意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含
む
。
）
、

課
程
の
意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含

道
徳
の
理
論
及
び
指
導
法
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法
、
特
別
活
動

む
。
）
、
教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む

の
指
導
法
、
教
育
の
方
法
及
び
技
術
並
び
に
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教

。
）
、
道
徳
の
理
論
及
び
指
導
法
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法
並

育
の
理
論
及
び
方
法
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る

び
に
特
別
活
動
の
指
導
法
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
七
十
四
条
に
規

中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
掲
げ
る
事
項
に
即
し
、
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能

定
す
る
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
掲
げ
る
事
項
に
即
し
、
育
成
を
目
指
す

力
を
育
む
た
め
の
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改

資
質
及
び
能
力
を
育
む
た
め
の
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に

善
に
資
す
る
内
容
並
び
に
包
括
的
な
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

向
け
た
授
業
改
善
に
資
す
る
内
容
並
び
に
包
括
的
な
内
容
を
含
む
も
の
と

す
る
。

六
～
九

[

略]

六
～
九

[

同
上]

２
～
４

[

略]

２
～
４

[

同
上]

第
五
条

[

略]

第
五
条

[

同
上]

最
低
修
得
単
位
数

最
低
修
得
単
位
数

第

一

第
二
欄

第

第
四
欄

第

第

第

一

第
二
欄

第

第
四
欄

第

第

欄

三

五

六

欄

三

五

六

欄

欄

欄

欄

欄

欄

教

科

教

科

及

[

略]

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の

[

略]
[

略]
教

科

教

科

及

[

同

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の

[

同

[

同

及

び

び

教

科

指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談

及

び

び

教

科

上]

指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談

上]

上]

教

職

の

指

導

等
に
関
す
る
科
目

教

職

の

指

導

等
に
関
す
る
科
目

に

関

法

に

関

に

関

法

に

関

す

る

す

る

科

す

る

す

る

科

科
目

目

科
目

目

前

項

教

各

教

[

略]

総

特

教

情

報

生

教

育

相

進

[

略]
[

略]

右

項

教

各

教

[
同

総

特

教

育

の

生

教

育

進

[

同

[

同
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の

各

科

科

の

合

別

育

通

信

徒

談

（

カ

路

の

各

科

科

の

上]

合

別

方

法

及

徒

相

談

路

上]

上]

科

目

に

指

導

的

活

の

技

術

指

ウ

ン

セ

指

科

目

に

指

導

的

活

び

技

術

指

（

カ

指

に

含

関

法

（

な

動

方

を

活

導

リ

ン

グ

導

に

含

関

法

（

な

動

（

情

報

導

ウ

ン

導

め

る

す

情

報

学

の

法

用

し

の

に

関

す

及

め

る

す

情

報

学

の

機

器

及

の

セ

リ

及

こ

と

る

通

信

習

指

及

た

教

理

る

基

礎

び

こ

と

る

機

器

習

指

び

教

材

理

ン

グ

び

が

必

専

技

術

の

導

び

育

の

論

的

な

知

キ

が

必

専

及

び

の

導

の

活

用

論

に

関

キ

要

な

門

の

活

時

法

技

理

論

及

識

を

含

ャ

要

な

門

教

材

時

法

を

含

む

及

す

る

ャ

事
項

的

用

を

間

術

及

び

び

む

。

）

リ

事
項

的

の

活

間

。
）

び

基

礎

リ

事

含

む

の

方
法

方

の

理

論

ア

事

用

を

の

方

的

な

ア

項

。
）

指

法

及

び

方

教

項

含

む

指

法

知

識

教

導

法

育

。
）

導

を

含

育

法

の

法

む

。

の

理

）

の

理

論

理

論

論

及

及

び

及

び

方
法

び

方

方

法

法

[

略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

[

略]

一

[

同
上]

二

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
通
信
技
術
の
活
用
を
含
む
。
）
、
教
育
課
程
の

二

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）
、
教
育

意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含
む
。
）

課
程
の
意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含

、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法
、
特
別
活
動
の
指
導
法
、
教
育
の
方

む
。
）
、
教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む

法
及
び
技
術
並
び
に
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
理
論
及
び
方
法

。
）
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法
並
び
に
特
別
活
動
の
指
導
法
は

は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
学
習
指

、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
学
習
指
導

導
要
領
に
掲
げ
る
事
項
に
即
し
、
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
を
育
む
た

要
領
に
掲
げ
る
事
項
に
即
し
、
育
成
を
目
指
す
資
質
及
び
能
力
を
育
む
た

め
の
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
に
資
す

め
の
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
に
資
す

る
内
容
並
び
に
包
括
的
な
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

る
内
容
並
び
に
包
括
的
な
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

三
～
六

[

略]

三
～
六

[

同
上]

七

専
修
免
許
状
又
は
一
種
免
許
状
授
与
の
所
要
資
格
を
得
る
た
め
に
必
要
な

[

号
を
加
え
る
。]
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科
目
の
単
位
の
う
ち
、
教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
に
あ
つ
て

は
八
単
位
ま
で
、
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
に
あ
つ
て
は
六
単
位

ま
で
、
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育

相
談
等
に
関
す
る
科
目
に
あ
つ
て
は
四
単
位
ま
で
、
指
定
大
学
が
加
え
る
科

目
の
単
位
を
も
つ
て
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

[
略]

２
～
４

[

同
上]

第
七
条

[

略]

第
七
条

[

同
上]

２

[

略]

２

[

同
上]

３

専
修
免
許
状
又
は
一
種
免
許
状
授
与
の
所
要
資
格
を
得
る
た
め
に
必
要
な
科
目
の

[

項
を
加
え
る
。]

単
位
の
う
ち
、
専
修
免
許
状
又
は
一
種
免
許
状
に
係
る
第
一
欄
か
ら
第
三
欄
に
掲
げ

る
科
目
の
単
位
数
か
ら
二
種
免
許
状
に
係
る
同
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
を
差
し

引
い
た
単
位
数
ま
で
は
、
指
定
大
学
が
加
え
る
科
目
の
単
位
を
も
つ
て
あ
て
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
～
６

[

略]

３
～
５

[

同
上]

７

第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

６

第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８

免
許
法
別
表
第
一
備
考
第
六
号
に
規
定
す
る
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目
の
単

７

免
許
法
別
表
第
一
備
考
第
六
号
に
規
定
す
る
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目
の
単

位
を
修
得
さ
せ
る
た
め
に
大
学
が
設
置
す
る
修
業
年
限
を
一
年
と
す
る
課
程
（
以
下

位
を
修
得
さ
せ
る
た
め
に
大
学
が
設
置
す
る
修
業
年
限
を
一
年
と
す
る
課
程
（
以
下

「
特
別
支
援
教
育
特
別
課
程
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科

「
特
別
支
援
教
育
特
別
課
程
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科

目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に

目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
の
二

[

略]

第
十
条
の
二

[

同
上]

２
・
３

[

略]

２
・
３

[

同
上]

４

第
七
条
第
四
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
一
種
免
許
状
に
新
教
育
領
域
の
追
加

４

第
七
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
一
種
免
許
状
に
新
教
育
領
域
の
追
加

の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
当
該
領
域
を
定
め
た
二
種
免
許
状
を
所
持
し
て

の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
当
該
領
域
を
定
め
た
二
種
免
許
状
を
所
持
し
て

い
る
場
合
、
当
該
領
域
を
定
め
た
二
種
免
許
状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
て
い
る
場
合

い
る
場
合
、
当
該
領
域
を
定
め
た
二
種
免
許
状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
て
い
る
場
合

又
は
特
別
支
援
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状
に
当
該
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受

又
は
特
別
支
援
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状
に
当
該
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
第
四
項
又
は
第
六
項
に
定
め
る
単

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
第
三
項
又
は
第
五
項
に
定
め
る
単

位
数
の
う
ち
二
種
免
許
状
に
当
該
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受
け
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ

位
数
の
う
ち
二
種
免
許
状
に
当
該
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受
け
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ

必
要
な
単
位
数
は
、
既
に
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。

必
要
な
単
位
数
は
、
既
に
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５

第
七
条
第
四
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
一
種
免
許
状
に
新
教
育
領
域
の
追
加

５

第
七
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
一
種
免
許
状
に
新
教
育
領
域
の
追
加

の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
新
教
育
領
域
を
定
め
た
二
種
免
許
状
の
授

の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
新
教
育
領
域
を
定
め
た
二
種
免
許
状
の
授
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与
を
受
け
る
た
め
、
又
は
二
種
免
許
状
に
当
該
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受
け

与
を
受
け
る
た
め
、
又
は
二
種
免
許
状
に
当
該
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受
け

る
た
め
に
修
得
し
た
科
目
の
単
位
を
同
条
第
四
項
又
は
第
六
項
に
定
め
る
一
種
免
許

る
た
め
に
修
得
し
た
科
目
の
単
位
を
同
条
第
三
項
又
は
第
五
項
に
定
め
る
一
種
免
許

状
に
係
る
単
位
数
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
三
項
又
は
第
五
項

状
に
係
る
単
位
数
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
三
項
又
は
第
五
項

に
定
め
る
単
位
数
の
う
ち
、
二
種
免
許
状
に
当
該
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受

に
定
め
る
単
位
数
の
う
ち
、
二
種
免
許
状
に
当
該
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受

け
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
単
位
数
を
上
限
と
す
る
。

け
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
単
位
数
を
上
限
と
す
る
。

第
十
一
条

[
略]

第
十
一
条

[

同
上]

[

略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

第
二
欄
に
掲
げ
る
各
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
か

一

第
二
欄
に
掲
げ
る
各
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
か

ら
第
五
条
ま
で
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に
な
ら
う
も
の
と
す
る
。

ら
第
五
条
ま
で
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に
な
ら
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

、
専
修
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
の
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の

単
位
の
う
ち
三
単
位
ま
で
は
、
次
に
掲
げ
る
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
科
目
に
準
ず
る
科
目
の
単
位
を
も
つ
て
、
こ
れ

に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

イ

幼
稚
園
教
諭
の
専
修
免
許
状

保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又

は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ロ

小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
教
諭
の
専
修
免
許
状

各
教
科
の

指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科

目
等

二
～
四

[

略]

二
～
四

[

同
上]

２

[

略]

２

[

同
上]

第
十
一
条
の
二

[

略]

第
十
一
条
の
二

[

同
上]

第
一
欄

第
二
欄

第
一
欄

第
二
欄

受
け
よ
う
と
す
る
免
許

各
教
科
の
指

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

受
け
よ
う
と
す
る
免
許

教
職
に
関
す
る

教
科
又
は
教
職
に
関
す
る
科
目

状
の
種
類

導
法
に
関
す

状
の
種
類

科
目

る
科
目
又
は

教
諭
の
教
育

の
基
礎
的
理

解
に
関
す
る

科
目
等

備
考

備
考

一

第
二
欄
に
掲
げ
る
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は

一

第
二
欄
に
掲
げ
る
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
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、
第
二
条
第
一
項
の
表
備
考
第
十
四
号
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に
な
ら
う

、
第
二
条
第
一
項
の
表
備
考
第
十
四
号
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に
な
ら
う

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
う
ち
三

単
位
ま
で
は
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
表

に
規
定
す
る
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的

理
解
に
関
す
る
科
目
等
に
準
ず
る
科
目
の
単
位
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
替
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

二
・
三

[
略]

二
・
三

[

同
上]

第
十
六
条

[

略]

第
十
六
条

[

同
上]

２
～
４

[

略]

２
～
４

[

同
上]

５

第
一
項
の
表
の
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
第
二
条

５

第
一
項
の
表
の
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
第
二
条

第
一
項
の
表
備
考
第
十
四
号
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に
な
ら
う
も
の
と
す
る
。

第
一
項
の
表
備
考
第
十
四
号
イ
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に
な
ら
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
科
目
の
単
位
の
う
ち
三
単
位
ま
で
は
、
第
五
条
第
一
項
の
表
に
規
定

す
る
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る

科
目
等
に
準
ず
る
科
目
の
単
位
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条
の
二

文
部
科
学
大
臣
は
、
認
定
課
程
を
有
す
る
大
学
の
う
ち
、
教
員
の

[

条
を
加
え
る
。]

養
成
に
係
る
教
育
研
究
上
の
実
績
及
び
管
理
運
営
体
制
そ
の
他
の
状
況
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
、
認
定
課
程
を
有
す
る
他
の
大
学
の
認
定
課
程
の
改
善
に
資
す
る
教
育
研

究
活
動
の
展
開
が
相
当
程
度
見
込
ま
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定

」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
大
学
の
名
称

二

当
該
指
定
大
学
を
指
定
し
た
日

三

当
該
指
定
大
学
を
指
定
し
た
理
由

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
指
定
大
学
に
つ
い
て
指
定
の
事
由
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
指
定
大
学
に
つ
い
て
指
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
十
六
条
の
六

免
許
法
別
表
第
一
備
考
第
四
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定

第
六
十
六
条
の
六

免
許
法
別
表
第
一
備
考
第
四
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定

め
る
科
目
の
単
位
は
、
日
本
国
憲
法
二
単
位
、
体
育
二
単
位
、
外
国
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

め
る
科
目
の
単
位
は
、
日
本
国
憲
法
二
単
位
、
体
育
二
単
位
、
外
国
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
二
単
位
並
び
に
数
理
、
デ
ー
タ
活
用
及
び
人
工
知
能
に
関
す
る
科
目
二
単

ー
シ
ョ
ン
二
単
位
及
び
情
報
機
器
の
操
作
二
単
位
と
す
る
。
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位
又
は
情
報
機
器
の
操
作
二
単
位
と
す
る
。

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
免
許
状
更
新
講
習
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

免
許
状
更
新
講
習
規
則
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
四
条

[

略]

第
四
条

[

同
上]

領

域

事

項

時
間

領

域

事

項

時

間

[

略]
[

同
上]

選

択

必

修

イ
～
ヘ

[

略]
[

略]

選
択
必
修

イ
～
ヘ

[

同
上]

[

同
上]

領
域

ト

育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
を
育
む
た
め
の
主
体

領
域

ト

育
成
を
目
指
す
資
質
及
び
能
力
を
育
む
た
め
の
主
体

的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善

的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善

チ
～
ワ

[

略]

チ
～
ワ

[

同
上]

カ

教
育
の
情
報
化
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
指
導

カ

教
育
の
情
報
化
（
情
報
通
信
技
術
を
利
用
し
た
指
導

及
び
情
報
教
育
（
情
報
モ
ラ
ル
を
含
む
。
）
等
）

及
び
情
報
教
育
（
情
報
モ
ラ
ル
を
含
む
。
）
等
）

ヨ

[

略]

ヨ

[

同
上]

[

略]
[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



- 15 -

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
条
中
「
第
七
条
第
五
項
第
三
号
」
を
「
第
七
条
第
六
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
二
条
表
備
考

第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
、
第
五
条
表
備
考
第
七
号
、
第
七
条
、
第
十
条
の
二
、
第
十
一
条
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
六
条

第
五
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
教
育
職
員
免
許
法
別
表
第
一
備
考
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
認
定
課
程
を
有
す
る
大
学

若
し
く
は
別
表
第
一
備
考
第
二
号
の
三
及
び
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
る
教
員
養
成
機
関

に
在
学
し
て
い
る
者
で
、
こ
れ
ら
を
卒
業
す
る
ま
で
に
次
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
修
得
す
る
者
又
は
令
和

四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
者
が
、
同
法
別
表
第
一
、
別
表
第
三
か
ら
別
表
第



- 16 -

五
、
別
表
第
八
又
は
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条

第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
科
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
う
ち
、
同
表
の
第
二

欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
と
み
な
す
。

第
一
欄

第
二
欄

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
職
員
免
許

旧
規
則
に
規
定
す
る
科
目

法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
科
目

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
（
各
教
科
の
指
導
法
（
情
報

（
各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
通
信
技
術
の
活

機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）

用
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
（
各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
通
信
技
術

の
活
用
を
含
む
。
）
に
関
す
る
内
容
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
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及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科

談
等
に
関
す
る
科
目
（
教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材

目
（
教
育
の
方
法
及
び
技
術
に
限
る
。
）

の
活
用
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
（
教
育
の
方
法
及
び
技
術
に
関
す
る
内

容
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科

談
等
に
関
す
る
科
目
（
教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材

目
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
理

の
活
用
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）

論
及
び
方
法
に
限
る
。
）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の

理
論
及
び
方
法
に
関
す
る
内
容
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

３

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
教
育
職
員
免
許
法
別
表
第
三
備
考
第
六
号
に
掲
げ
る
講
習
、
公
開
講
座
若
し
く
は
通

信
教
育
の
課
程
を
履
修
し
て
い
る
者
で
、
次
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
修
得
す
る
者
又
は
令
和
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
者
が
、
同
法
別
表
第
三
か
ら
別
表
第
五
、
別
表
第
八
又

は
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
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は
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に
な
ら
う
も
の
と
す
る
旧
規
則
第
十

一
条
第
一
項
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
の
二
、
第
十
八
条
の
四
又
は
附

則
第
四
項
の
表
に
規
定
す
る
科
目
の
単
位
の
う
ち
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
と
み
な
す
。

第
一
欄

第
二
欄

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
職
員
免
許

旧
規
則
に
規
定
す
る
科
目

法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
科
目

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
（
各
教
科

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
（
各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
機
器
及

の
指
導
法
（
情
報
通
信
技
術
の
活
用
を
含

び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）

む
。
）
に
限
る
。
）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
（
各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
通
信
技
術

の
活
用
を
含
む
。
）
に
関
す
る
内
容
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
（
教
育
の
方
法
及
び
技
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等
（
教
育
の
方
法
及
び
技
術
に
限
る
。
）

術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
（
教
育
の
方
法
及
び
技
術
に
関
す
る
内

容
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
（
教
育
の
方
法
及
び
技

等
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
理

術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）

論
及
び
方
法
に
限
る
。
）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の

理
論
及
び
方
法
に
関
す
る
内
容
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）


